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王
曾
磁
氏
は
中
園
史
上
、
春
秋
戟
図
期
を
一
大
同
皮
革
期
と
さ
れ
、
秦
漢
以

降
、
明
清
ま
で
を
、
租
佃
制
を
基
本
と
す
る
、
同
一
の
歴
史
的
性
格
の
時
代
と

見
倣
さ
れ
る
。
日
本
に
特
徴
的
な
唐
宋
製
革
期
論
は
、
そ
の
中
の
小
拙
皮
革
期
と

し
て
、
相
劉
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
中
園
に
お
け
る
主
流
的
時

代
区
分
論
と
言
え
よ
う
。
本
書
は
、
そ
の
宋
代
に
焦
鮎
を
合
わ
せ
て
、
階
級
構

造
を
総
合
的
に
考
察
さ
れ
た
大
著
で
あ
る
。
内
容
は
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た

り
、
逐
一
紹
介
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
、
私
た
ち
の
研
究
と
も
関
わ
り
の

深
い
と
思
わ
れ
る
問
題
を
中
心
に
、
簡
単
な
紹
介
と
若
干
の
感
想
を
述
べ
る
に

止
ど
め
ざ
る
を
得
な
い
。

全
慢
は
四
編
か
ら
成
る
。
先
ず
、
第
一
一
編
第
二
章
に
お
い
て
、
唐
宋
閲
に
お

け
る
階
級
吠
況
を
概
観
さ
れ
る
。
秦
漢
期
の
農
業
経
営
は
「
奴
隷
制
と
雇
傭

制
」
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
並
行
し
て
存
在
す
る
租
佃
制
に
注
目
す
る
。
以

後
、
宋
明
滑
に
わ
た
り
租
佃
制
が
主
導
的
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
雇
傭

制
が
か
な
り
の
比
重
で
こ
れ
を
輔
け
た
と
言
わ
れ
、
秦
耐
聞
か
ら
明
清
に
至
る
時

代
の
基
本
的
構
造
を
示
さ
れ
る
。
宋
代
は
地
主
と
農
民
を
基
本
的
階
級
と
す
る

租
佃
制
農
業
社
禽
で
あ
る
。
一
方
に
、
地
主
階
級
を
基
盤
と
す
る
官
戸
形
勢
戸

身
分
が
成
立
し
、
他
方
、

戸
籍
上
、
主

・
客
戸
の
分
類
が
確
定
し
、
佃
農
が
園

家
の
戸
籍
に
登
籍
さ
れ
て
、
農
民
階
級
に
お
い
て
も
、
客
戸
(
下
戸
〉
身
分
が

確
立
し
た
。
第
二
章

「
宋
朝
の
戸
口
分
類
制
度
」
で
は
、
官
戸
と
民
戸
・
郷
村

戸
と
坊
郭
戸
・
主
戸
と
客
戸
・
上
戸
と
下
戸
等
は
、
い
ず
れ
も
戸
ロ
分
類
上
の

法
定
戸
名
で
あ
り
、
蛍
一該
一
位
舎
の
階
級
構
成
の
反
映
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ

れ
ら
の
法
定
戸
名
の
分
析
を
遁
し
て
、
宋
代
の
階
級
構
成
を
構
築
す
る
と
い
う

方
法
を
一
ホ
さ
れ
る
。

第
二
編
「
宋
朝
の
農
民
階
級
」
は
、
郷
村
の
下
戸
と
客
戸
の
問
題
で
、
八
章

か
ら
成
る
。
第
一
章
は

「
郷
村
客
戸
の
階
級
欣
況
」
で
、
客
戸
と
は
法
定
戸
名

で
、
基
本
的
に
佃
曲
演
で
あ
る
。
下
戸
中
に
も
少
な
か
ら
ざ
る
佃
農
が
含
ま
れ
て

い
る
し
、
客
戸
中
に
も
非
佃
農
が
含
ま
れ
て
い
て
、
佃
耐
震
が
す
べ
て
客
戸
と
は

限
ら
な
い
が
、
そ
の
大
部
分
は
佃
農
で
あ
り
、
佃
農
の
代
名
詞
で
あ
る
と
さ

れ
、
客
戸
の
経
済
的
地
位
と
階
級
朕
況
の
検
討
を
逼
し
て
、
佃
農
の
寅
態
を
明

ら
か
に
さ
れ
る
。
浮
客
・
分
回
客
・
努
戸
・
傭
客
・
佃
客
・
佃
戸
・
佃
丁
・
火

客

・
地
客
・
佃
僕
・
荘
奴
等
、
四
十
一
種
に
わ
た
る
さ
ま
ざ
ま
な
呼
稽
を
列
察

し
、
各
用
語
毎
に
出
典
を
示
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
佃
農
で
あ
る
。
佃
農
に

こ
の
よ
う
に
多
様
な
名
稽
が
あ
る
こ
と
は
、
首
時
の
租
佃
制
の
普
及
夜
逮
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
奴
僕
必
ず
し
も
奴
隷
で
は
な
い
し
、
召
募
必
ず
し
も
雇
傭
で

は
な
い
。
奴
主
関
係
と
あ
っ
て
も
、
佃
農
と
地
主
と
の
関
係
で
あ
っ
て
奴
隷
と

主
人
と
の
関
係
で
は
な
い
。
佃
僕
・
荘
僕
等
を
佃
農
中
の
人
身
的
隷
属
関
係
の

強
い
階
層
と
言
う
患
者
も
い
る
が
根
援
に
乏
し
く
、
佃
僕
が
他
の
佃
農
よ
り
身

分
的
に
低
い
わ
け
で
は
な
い
。
名
稽
に
よ
っ
て
は
匿
別
出
来
ず
、
四
十
一
種
の

呼
穂
は
、
す
べ
て
倒
曲
肢
に
錦
結
す
る
。
郷
村
の
主
盤
的
構
成
で
あ
る
客
戸
以
外

に
、
偉
客

i
履
農
・
無
業
務
民
の
浮
客
・
詑
名
挟
佃
の
客
等
、
客
戸
籍
に
附
け

ら
れ
て
い
る
非
主
鎧
的
構
成
の
戸
も
翠
げ
ら
れ
、
客
戸
の
複
雑
性
を
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

第
二
章
は
「
郷
村
下
戸
の
階
級
紋
況
」
で
あ
る
。
下
戸
は
法
定
戸
名
で
あ

り
、
そ
の
中
の
自
耕
由
民
・
宇
自
耕
農
は
、

零
細
な
小
土
地
所
有
の
貧
窮
農
家
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で
、
特
に
、
後
者
は
民
田
・
官
田
を
租
佃
し
、
下
戸
と
は
言
っ
て
も
経
済
的
地

位
は
客
戸
と
箆
わ
ら
ず
、
大
部
分
は
上
昇
困
難
で
あ
っ
た
。
下
戸
の
中
に
は
、

大
量
の
無
回
の
佃
耐
震
も
含
ま
れ
、
客
戸
と
共
に
、
宋
朝
の
基
本
的
農
民
階
級
を

構
成
し
て
い
た
と
さ
れ
、
自
耕
農
は
下
戸
中
の
二
次
的
存
在
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
る
。
第
三
章
は
「
戸
口
統
計
上
に
お
け
る
郷
村
の
下
戸
・
客
戸
の
比
率
」

で
、
総
戸
数
中
、
貧
窮
の
自
緋
農
・
竿
自
耕
農
・
佃
食
合
わ
せ
て
、
四
分
の
三

乃
至
十
分
の
九
を
占
め
る
。
こ
の
比
率
は
、
宋
代
の
階
級
機
成
の
質
態
を
反
映

し
て
い
る
と
さ
れ
、
下
戸
階
級
・
客
戸
階
級
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
階
級
と
し
て

扱
わ
れ
る
。
第
四
章
は
「
郷
村
の
雇
傭
制
」
。
雇
傭
制
は
秦
漠
以
来
、
前
近
代

を
通
し
て
存
縦
し
、
そ
の
閲
に
質
的
興
化
は
な
く
、
租
佃
制
の
補
充
閏
・
附
属

的
存
在
で
あ
っ
た
が
、
宋
は
唐
に
比
べ
る
と
、
一
段
と
普
遍
化
し
た
と
し
て
、

一
、
被
雇
者
、
二
、
雇
主
、
三
、
雇
備
制
下
の
身
分
差
別
、
四
、
努
働
力
市
場

と
雇
直
の
四
項
目
を
立
て
る
。
大
土
地
経
営
に
お
け
る
「
僅
奴
数
百
指
」
・
「
家

蓄
千
指
客
」
な
ど
は
何
れ
も
雇
農
で
あ
り
、
雇
農
と
は
佃
農
で
あ
る
。
償
客
の

類
は
、
下
戸
や
租
佃
の
客
戸
と
共
に
、
一
位
曾
生
活
の
底
迭
に
あ
る
が
、
雇
主
と

の
聞
の
身
分
差
別
や
依
附
関
係
に
は
強
弱
が
あ
っ
て
、
一
般
に
は
論
じ
ら
れ
な

い
。
第
五
議
「
農
民
と
商
品
経
済
」
で
は
、
先
ず
、
宋
代
は
基
本
的
に
は
自
然

経
済
下
、
自
給
自
足
が
主
で
、
郷
村
市
場
は
物
々
交
換
の
段
階
に
あ
り
、
一
商
業

は
な
お
補
充
的
位
置
に
あ
っ
た
が
、
貧
窮
農
民
居
は
再
生
産
維
持
、
或
い
は
官

府
の
賦
税
要
求
の
た
め
、
不
可
避
闘
に
市
場
交
換
に
関
わ
ら
ざ
る
を
得
ず
、
そ

れ
が
農
村
の
自
然
経
済
構
造
の
鼠
墳
に
つ
な
が
っ
た
と
の
見
通
し
を
立
て
ら
れ

て
い
る
。

第
六
章

「農
民
と
地
主
」
。
宋
代
は
租
佃
制
の
社
舎
で
あ
り
、
基
本
的
階
級

閥
係
は
、
客
戸
・
下
戸
と
、
上
戸
・
官
戸
と
の
関
係
で
あ
る
こ
と
を
確
認
の
上
、

四
節
に
分
け
て
分
析
、
史
料
を
以
て
語
ら
し
め
る
の
感
が
あ
る
。
第

一
節
地

租
で
は
、
中
園
に
お
い
て
は
、
西
欧
的
な
典
型
的
努
役
地
租
は
見
ら
れ
ず
、
質

物
地
租
に
つ
い
て
は
、
官
・
民
団
を
通
し
て
、
定
額
租
と
分
金
租
に
分
け
て
考

察
さ
れ
る
。

貨
幣
地
租
に
つ
い
て
は
、
全
閣
十
三
の
路
・
府
に
つ
い
て
、
官
田

を
中
心
に
検
討
、
一
定
の
普
及
は
み
ら
れ
る
が
、
地
租
総
額
中
に
占
め
る
比
率

は
大
き
く
は
な
く
、
一
商
品
経
済
の
設
展
に
裏
附
け
ら
れ
て
も
い
な
い
。
増
租

・

減
租
等
は
統
治
者
の
原
理
に
よ
っ
て
動
い
て
い
て
、
結
局
は
、
官
府
は
富
戸
を

擁
護
し
、
農
民
は
私
租
・
私
債
に
苦
し
め
ら
れ
た
。
第
二
節
高
利
貸
で
は
、

政
府
は
高
利
貸
に
針
し
、
利
息
制
限
な
ど
一
定
の
抑
制
策
も
と
っ
て
は
い
る

が
、
現
質
に
は
空
文
化
、
富
戸
の
た
め
に
私
債
の
取
立
て
に
も
関
興
し
た
。
小

山民
経
済
の
脆
弱
性
が
高
利
貸
の
土
壌
で
あ
り
、
再
生
産
ま
で
剥
奪
さ
れ
た
と
、

富
戸
の
搾
取
を
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
一
示
さ
れ
る
。
第
三
節
土
地
兼
併
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
、
あ
の
手
こ
の
手
の
豪
民
の
土
地
侵
占
ゃ
、
官
府
の
官
回
取

得
手
段
を
穆
げ
、
租
佃
制
祉
品
聞
に
本
質
的
な
痴
疾
と
言
わ
れ
る
。
第
四
節
主

客
の
身
分
差
別
と
依
附
関
係
に
つ
い
て
は
、
爾
者
は
密
接
な
関
係
下
に
は
あ
る

が
、
概
念
も
範
鴫
も
同
じ
で
は
な
い
。
身
分
差
別
に
は
、
租
佃
関
係
外
と
租
佃

関
係
内
が
あ
り
、
依
附
関
係
に
は
、
経
済
強
制
と
経
済
外
強
制
に
よ
る
も
の
と

が
あ
り
、
こ
れ
等
の
総
和
が
、
主
・

客
、
す
な
わ
ち
主

・
佃
閲
の
不一
φ
等
を
構

成
す
る
。
そ
し
て
、
第
一
に
、
宋
代
に
佃
客
が
原
則
と
し
て
、
園
家
の
戸
籍
に

編
入
さ
れ
、
編
戸
の
湾
民
と
な
っ
た
と
言
う
こ
と
は
、
租
佃
関
係
外
の
場
に
お

け
る
身
分
の
上
昇
を
一
示
す
。
し
か
し
、
租
佃
関
係
内
、
つ
ま
り
地
主
と
佃
農
と

の
関
係
に
お
い
て
は
、
宋
朝
は
雨
者
聞
の
法
定
身
分
差
別
を
模
索
し
、
刑
法

上
、
主
・
佃
の
身
分
差
別
扱
大
も
見
ら
れ
る
。
第
二
に
、
主
・
客
聞
の
依
附
関

係
は
、
高
利
貸
や
租
佃
契
約
等
に
お
け
る
、
経
済
お
よ
び
経
済
外
強
制
に
よ

る
。
第
三
に
、
宋
代
に
は
土
地
所
有
権
が
頻
繁
に
移
動
し
た
た
め
、
強
固
な
依

附
閥
係
を
維
持
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
を
翠
げ
、
部
分
的
、
地
域
的
に
身
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分
差
別
の
媛
大
や
依
附
関
係
の
強
化
も
見
ら
れ
た
が
、
全
種
的
に
は
弱
化
の
傾

向
に
あ
っ
た
と
い
う
の
が
、
王
氏
の
見
解
ら
し
い
。
第
七
草
「
農
民
と
園
家
」

で
は
、
下
戸
・
客
戸
に
制
到
す
る
雨
続
・
丁
税
・
夫
役
・
兵
役
等
園
家
の
賦
課
を

詳
細
に
述
べ
、
か
か
る
重
い
諸
賦
課
が
、
下
戸
・
客
戸
の
生
存
と
再
生
産
を
剥

奪
し
た
。
第
八
章
「
農
民
の
生
活
扶
況
」
は
、
宋
代
社
舎
の
基
盤
で
あ
る
農
民

た
ち
が
、
困
窮
の
中
で
こ
の
時
代
の
物
質
的
基
礎
を
築
き
、
農
閑
期
に
は
、
子

供
た
ち
を
冬
皐
や
村
蓄
に
通
わ
せ
て
、
識
字
数
育
を
施
し
た
こ
と
に
も
目
配
り

を
す
る
。

第
三
編
は
「
宋
朝
の
地
主
階
級
L

に
つ
い
て
で
あ
る
。
氏
濁
自
の
分
類
方
法

と
し
て
、
皇
室
・
官
戸
・
吏
戸
・
郷
村
上
戸
・
僧
道
戸
・
幹
人
の
六
章
に
分
か

れ
る
。
「
皇
室
」
は
官
戸
と
は
濯
う
と
し
て
第
一

一章
に
た
て
、
第
二
章

「官

戸
」
で
は
、
官
戸
の
範
園
・
入
仕
の
道
・
官
員
数
・
冗
官
・
待
闘
・
税
役
上
の

特
権
・
禁
約
等
、
官
僚
制
全
般
に
渉
る
制
度
面
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
、
最
後

に
、
そ
の
寄
生
性
と
腐
敗
を
強
調
、
宋
代
経
済
社
曾
設
展
の
阻
害
要
因
の
一
つ

に
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
第
三
章
「
吏
戸
」
で
は
、
富
有
吏
戸
は
形
勢
戸
に
組

み
込
ま
れ
て
、
地
主
階
級
権
力
の
一
部
を
占
め
る
の
で
、
地
主
階
級
と
し
て
一

章
を
立
て
た
と
説
明
さ
れ
、
吏
戸
身
分
や
祉
舎
的
地
位
等
、
忍
H

吏
制
度
を
概
述

す
る
。
第
四
章
「
郷
村
上
戸
」
と
は
上
三
等
戸
の
こ
と
で
、
下
戸
と
同
援
、
法

定
戸
名
で
あ
る
。
上
戸
の
財
産
の
中
心
は
土
地
で
租
佃
制
・
雇
傭
制
に
よ
っ
て

経
営
さ
れ
、
薗
家
と
の
関
係
で
は
、
官
府
と
地
方
上
戸
豪
強
と
の
開
に
は
、
排

斥
と
結
託
の
矛
盾
す
る
南
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
第
五
章
で
は
、
信

道
戸
中
の
地
主
は
、
上
戸
と
は
同
じ
で
な
い
面
が
あ
る
と
し
て
、
一
章
を
立

て
、
寺
観
と
信
道
の
数
額
、
寺
翻
の
国
産
そ
の
他
の
運
営
、
圏
家
と
の
関
係
に

つ
い
て
述
べ
る
。
税
役
負
擦
や
度
牒
・
紫
衣
紫
貌
に
も
及
び
、
地
主
階
級
の
中

で
も
特
殊
な
、
社
曾
の
寄
生
的
階
層
に
位
置
づ
け
る
。
第
六
章

「
幹
人
」
は
、

名
義
上
は
官
貴
の
家
の
従
僕
で
あ
り
、
地
主
に
封
し
て
は
奴
僕
で
、
雨
者
聞
に

は
主
僕
の
分
が
あ
る
が
、
農
民
に
射
し
て
は
地
主
、
或
い
は
、
そ
の
代
理
人

で
、
北
・
南
宋
を
通
じ
て
一
つ
の
普
遍
的
階
層
で
あ
り
、
事
質
上
、
地
主
階
級

の
一
つ
の
構
成
要
素
で
あ
る
と
、
王
氏
濁
自
の
分
類
の
理
論
を
示
さ
れ
る
。
戸

口
分
類
上
、
幹
人
が
主
・
客
戸
何
れ
の
籍
に
附
け
ら
れ
て
い
た
か
は
、
よ
く
分

か
ら
な
い
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
財
産
を
所
有
し
て
主
戸
籍
に
入
れ
ら
れ
た
例
を

二
、
三
奉
げ
ら
れ
て
い
る
。

第
四
編
は
「
宋
朝
の
非
主
健
階
級
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
坊
郭
戸
と
は
商
工

業
者
を
主
慢
と
す
る
戸
口
分
類
上
の
一
種
の
戸
名
で
あ
り
、
複
雑
な
階
級
要
素

を
包
括
す
る
。
第
一
章
で
は
「
坊
郭
戸
の
階
級
構
成
」
を
上
戸
と
下
戸
に
分
け

て
概
観
す
る
。
坊
郭
上
戸
と
は
、
て
官
戸
・
吏
戸
・
地
主
・
幹
人
、
二
、
房

主
、
三
、
商
人
、
四
、
貸
主
、
五
、
手
工
業
、
六
、
棚
田
戸
の
六
種
、
職
業
別
に

分
類
す
る
。
坊
郭
下
戸
は
、
て
小
商
阪
、
二
、
工
匠
二
二
、
人
力
・
女
使
の

三
者
に
分
類
す
る
。
坊
郭
戸
は
流
動
的
で
あ
る
が
、
下
戸
が
大
多
数
を
占
め
、

貧
富
の
格
差
が
大
き
か
っ
た
。
第
二
章
は
「
一
商
人
」
で
、
大
一
商
人
・
中
等
一
商

人
・
小
一商
叛
と
、
商
人
の
性
質
と
作
用
の
四
節
か
ら
成
る
。
大
一
商
人
は
支
配
階

級
で
は
あ
る
が
、
未
だ
濁
立
し
た
政
治
勢
力
を
形
成
し
得
ず
、
租
佃
制
農
業
社

舎
の
附
属
的
存
在
で
あ
っ
た
。
小
商
販
は
被
統
治
階
級
で
大
中
一
商
人
の
搾
取
下

に
お
か
れ
た
。
第
三
輩
は
「
手
工
業
者
」
で
、
官
営
手
工
業
の
生
産
者
と
私
営

手
工
業
者
の
ニ
節
に
分
け
る
。
前
者
に
お
い
て
、
軍
・
民
匠
が
原
則
的
に
雇
傭

制
で
あ
っ
た
こ
と
を
特
に
重
視
す
る
。
こ
れ
は
、
民
間
私
営
手
工
業
で
庚
く
行

な
わ
れ
て
い
た
雇
傭
制
を
移
植
し
た
も
の
で
、
前
代
ま
で
官
営
手
工
業
で
、
庚

く
「
奴
隷
制
と
差
役
制
」
を
採
用
し
て
い
た
の
に
比
べ
、
歴
史
的
進
歩
で
あ
る

と
し
、
次
代
へ
の
過
渡
的
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
土
地
貰
買
の
盛
行
、
貨

幣
地
代
の
出
現
な
ど
、
租
佃
制
農
業
祉
舎
を
崩
壊
せ
し
め
る
要
素
は
長
期
的
に
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存
在
し
た
が
、
こ
れ
を
解
践
に
導
く
鍵
は
、
商
工
業
に
お
け
る
雇
備
制
に
あ
る

と
推
定
さ
れ
る
。
単
純
な
比
較
は
つ
つ
し
む
べ
き
で
あ
る
と
、
西
欧
社
曾
と
の

相
同
買
を
強
調
さ
れ
な
が
ら
も
、
以
上
の
如
き
雇
傭
制
に
、
西
欧
近
代
工
業
社
舎

の
雇
備
制
に
通
じ
る
所
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
第
四
草
は
「
園
家
と
坊

郭
戸
及
び
一商
一
工
業
者
」
で
あ
る
。
一
商
税
・
科
配

・
克
行
銭

・
買
朴

・
禁
権
・
市

易
等
を
検
討
し
、
政
府
は
彼
等
に
削
到
し
、
掠
奪
・
墨
迫
と
利
用

・
援
助
の
雨
面

が
あ
り
複
雑
で
あ
る
が
、
そ
の
座
制
は
、
首
該
祉
舎
の
進
歩
に
と
っ
て
、
負
の

作
用
を
果
た
し
た
。

第
五
一軍

「
奴
稗
と
人
力
・
女
使
」
、
こ
れ
も
雇
傭
制
の
観
黙
か
ら
の
考
察
で

あ
る
。
宋
朝
の
憧
・
僕

・
奴

-m等
の
名
腐
は
、
貸
質
的
に
は
何
ら
相
異
は
な

く
、
私
人
の
奴
鮮
は
何
れ
も
雇
備
に
よ
る
も
の
で
、
主
人
と
の
聞
に
は
雇
傭
契

約
が
結
ば
れ
る
。
秦
漢
以
降
、
奴
隷
制
が
漸
次
、
雇
傭
制
へ
と
展
開
し
、
宋
代

は
そ
の
重
要
な
鞠
換
期
で
あ
る
。
法
定
戸
名
と
し
て
、

唐
代
の
奴
牌
に
代
わ
っ

て
人
力
・
女
使
が
現
わ
れ
た
の
は
、
社
舎
の
進
歩
が
法
文
に
現
わ
れ
た
も
の

で
、
古
代
奴
解
か
ら
近
代
麗
工
へ
の
仲
介
閏
段
階
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、
少
数
民
族
と
地
域
差
の
問
題
に
言
及
出
来
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
、

楽
淡
か
ら
明
清
に
至
る
時
代
は
、
春
秋
戦
闘
期
の
よ
う
な
激
烈
な
嬰
動
は
見
ら

れ
な
か
っ
た
が
、
第
一
に
、
農
民
の
地
主
に
制
到
す
る
隷
属
関
係
が
弛
緩
し
て
身

分
差
別
が
縮
小
し
、
第
二
に
、
雇
傭
制
が
漸
次
設
展
し
た
こ
と
を
あ
げ
る
。

金

・
一
元
治
下
北
方
に
お
い
て

一
時
的
に
逆
行
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
曲
折
を
経
な

が
ら
緩
や
か
な
設
展
を
途
げ
て
行
っ
た
が
、
西
方
列
強
の
強
烈
な
衝
撃
を
受
け

て
春
秋
戦
闘
以
来
の
大
受
動
期
を
迎
え
た
と
、
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。

直
接
に
は
宋
代
の
階
級
構
成
の
分
析
主
意
図
さ
れ
な
が
ら
、
全
中
園
史
の
設

展
を
見
通
さ
れ
た
、
極
め
て
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
研
究
で
あ
り
、
陣
地
大
な
史
料

を
検
索
さ
れ
、
立
論
の
一
つ
一
つ
に
詳
細
に
史
料
を
明
示
さ
れ
て
、
す
ぐ
れ
て

賃
設
的
な
研
究
で
あ
る
。
民
向
か
ら
階
級
問
題
に
取
り
組
ま
れ
た
研
究
姿
勢

に
、
私
は
感
銘
を
究
え
た
。
矛
盾
す
る
史
料
も
隠
す
こ
と
な
く
提
示
さ
れ
、
宋

代
社
舎
の
複
雑
性
を
強
調
さ
れ
る
。
地
主
佃
戸
関
係

・
主
客
戸
制

・
雇
傭
制

・

戸
等
制
か
ら
官
僚
制
そ
の
他
、
本
者
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
諸
問
題
は
、
私

た
ち
に
も
、
長
期
に
わ
た
る
研
究
の
積
み
か
さ
ね
、
論
争
が
あ
る
。
王
氏
の
硯

鮎
や
分
析
の
方
法
な
ど
に
、
極
め
て
多
く
の
御
数
示
と
啓
震
を
い
た
だ
い
た
こ

と
を
感
謝
し
つ
つ
、
以
下
、
若
干
の
感
想
を
述
べ
て
、
責
め
を
ふ
さ
が
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
に
し
た
い
。

先
ず
、
第
一
に
、
氏
は
、
宋
代
は
、
地
主
・
佃
農
を
基
本
的
階
級
関
係
と
す

る
租
佃
制
批
禽
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
。
本
書
の
中
心

は
、
第
二
章
「
農
民
階
級
」
と
、
第
三
章
「
地
主
階
級
」
で
あ
ろ
う
。
前
者
は

客
戸
・
下
戸
、
後
者
は
皇
室

・
官
戸

・
吏
戸
・
上
戸
・
信
道
戸

・
幹
人
に
分
け

る
。
こ
れ
ら
の
戸
は
何
れ
も
戸
口
分
類
制
度
に
基
づ
く
法
定
戸
名
で
あ
り
、
省

該
杜
曾
の
階
級
構
成
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
、
こ
れ
ら
の
法
定
戸
名

を
階
級
分
析
の
軸
に
据
え
ら
れ
、
各
戸
名
毎
に
考
察
を
進
め
ら
れ
た
が
、
法
定

戸
名
と
は
何
か
、
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
宋
代
の
戸
籍
は
、
言
う
ま
で
も
な
く

主
戸
と
客
戸
に
分
け
ら
れ
、
主
戸
は
五
等
に
等
級
附
け
ら
れ
た
が
、
戸
籍
上
、

上
戸
籍
・
下
戸
籍
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
自
耕
農
は
勿
論
、
宇
自
耕
農
も
主

戸
で
あ
り
、
氏
が
強
調
さ
れ
る
「
産
去
り
て
税
存
す
」
戸
も
主
戸
籍
で
あ
っ

て
、
こ
れ
ら
の
戸
は
下
戸
で
は
あ
る
が
、
法
制
的
な
下
戸
籍
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。
上
戸
も
ま
た
同
じ
で
、
法
制
的
な
上
戸
籍
は
な
い
。
ま
た
、
王
氏
は
、

こ
れ
ら
官
戸

・
上
戸
以
下
、
法
定
戸
名
と
さ
れ
る
諸
々
の
戸
を
、
同
時
に
身
分

と
解
さ
れ
る
。
佃
農
階
級
は
客
戸
身
分
、
時
に
は
下
戸
身
分
で
あ
り
、
官
戸
・

上
戸
・
吏
戸
等
も
、
階
級
で
あ
る
と
同
時
に
身
分
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
「
秦

漢
よ
り
以
降
、
人
戸
の
法
定
身
分
と
、
其
の
寅
際
の
経
済
地
位
は
一
致
し
な
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い
」

(
一
九

O
頁
〉
と
も
言
わ
れ
て
は
い
る
が
、
経
済
的
概
念
で
あ
る
階
級

と
、
法
制
的
政
治
的
概
念
で
あ
る
身
分
は
一
致
す
る
と
考
え
て
い
ら
れ
る
か
の

よ
う
に
受
け
取
れ
る
。
土
・
庶
は
身
分
で
あ
ろ
う
が
、
上
戸
・
下
戸
は
身
分
と

は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
つ
い
で
に
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
地
主
階

級
の
中
に
、
吏
戸

・
幹
人
を
含
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
玉
氏
の
意
園
は
分
か

ら
ぬ
で
は
な
い
。
補
者
と
も
に
、
地
主
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
が
、
脅
吏
は
行
政
支
配
の
末
端
に
つ
な
が
り
、
幹
人
は
地
主
の
土
地

財
産
の
管
理
人
で
あ
る
。
幹
僕
と
も
言
わ
れ
て
地
位
は
低
く
、
地
主
に
寄
生
し

て
い
て
、
地
主
階
級
と
す
る
の
に
は
疑
問
が
残
る
。

第
二
の
問
題
と
し
て
、
氏
は
、
秦
漢
期
に
つ
い
て
は
、
奴
隷
制
と
言
う
語
を

用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
以
後
の
租
佃
制
祉
曾
に
つ
い
て
は
、
封
建
と
か
、
農
奴

と
か
言
う
語
は
一
切
使
わ
れ
て
い
な
い
。
西
欧
社
曾
と
の
逗
い
を
、
強
く
意
識

さ
れ
て
の
こ
と
と
思
う
。
氏
は
、
第
二
編
第
六
章
で
地
租
に
つ
い
て
、
宋
朝

の
基
本
的
な
農
業
経
脇
田方
式
は
、
官
戸
・

上
戸
が
下
戸

・
客
戸
の
出
租
団
地
か

ら
、
地
租
を
枚
取
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
努
役

・
質
物
・
貨
幣
の
三
地

租
に
分
け
て
、
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
、
西
欧
に
お

け
る
領
主
の
農
奴
に
封
す
る
封
建
地
代
と
し
て
、
努
働

・
生
産
物

・
貨
幣
地
代

を
下
敷
き
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
玉
氏
は
、
中
園
に
お
け
る
大
土
地
経
営

方
式
を
、
奴
隷
制

・
租
佃
制

・
雇
傭
制
の
三
種
に
分
け
、
奴
隷
制
が
漸
次
淘
汰

さ
れ
て
、
宋
代
に
は
租
佃
制
が
主
導
的
地
位
を
占
め
る
に
至
り
、
雇
傭
制
は
な

お
、
租
佃
制
に
と
っ
て
代
わ
る
に
至
つ
て
は
い
な
い
と
み
ら
れ
て
い
る
(
一

O

六
頁
〉
。
雇
傭
制
と
は
、
近
代
工
業
社
舎
へ
の
方
向
を
一示
す
も
の
と
位
置
附
け

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
王
氏
の
考
え
ら
れ
る
、
中
園
史
に
お
け
る
歴
史
の
設

展
段
階
を
示
し
て
い
る
と
受
け
取
っ
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ

ば
、
中
園
史
に
お
い
て
、
何
を
以
て
奴
隷
制
と
さ
れ
る
の
か
、
西
欧
古
代
と
同

じ
労
働
奴
隷
制
を
想
定
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
。
蹴
刀
役

・
貸
物

・
貨
幣
の
三

地
租
を
牧
取
す
る
租
佃
制
を
、
封
建
制
や
農
奴
制
と
の
関
孫
に
お
い
て
、
ど
の

よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
分
か
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
敢
え
て
お

聞
き
し
た
い
。

第
三
の
問
題
結
と
し
て
、
氏
は
、
各
-
章
に
お
い
て
、
農
民
と
園
家
・
上
戸
と

園
家
・
坊
郭
戸
及
び
商
工
業
者
と
園
家
等
、
農
民
階
級
・
地
主
階
級
等
と
園
家

と
の
関
係
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
園
家
は
氏
が
基
本
的
階
級
関
係
と
さ
れ
る

租
佃
制
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
租
佃
制
祉
禽
に
お
け

る
図
家
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
と
言
う
の
は
日
本
で
は
、
戦
後
、
唐
宋
製
革
期

の
歴
史
的
性
格
規
定
に
関
し
て
、
一

国
的
集
中
的
所
有
か
、
零
細
分
散
所
有

か
、
或
い
は
隷
岡
崎
民
か
自
由
民
か
な
ど
、
大
土
地
所
有
形
僅
や
佃
戸
制
を
め
ぐ

っ
て
論
争
が
行
な
わ
れ
た
。
し
か
し
、
雨
者
の
関
係
の
追
究
の
み
に
よ
っ
て

は
、
宋
以
後
強
大
化
し
た
専
制
権
力
の
存
在
を
説
明
出
来
な
い
と
言
う
批
剣
が

強
ま
り
、
専
制
権
力
の
基
盤
は
何
か
が
間
わ
れ
て
き
た
。
中
園
史
研
究
禽
の
方

々
は
、
全
中
園
史
を
遁
し
て
、
園
家
封
小
経
営
農
民
を
基
本
的
階
級
関
係
と
さ

れ
た
。
島
居

一
康
氏
は
、
宋
代
に
つ
い
て
、
税
役
徴
牧
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
る
宋

王
朝
と
主
戸
と
の
関
係
を
、
基
本
的
階
級
関
係
と
さ
れ
、
園
家
農
奴
制
設
を
と

な
え
ら
れ
、
地
主

・
佃
戸
関
係
を
二
次
的
関
係
と
さ
れ
た
。
王
氏
は
か
か
る
研

究
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

最
後
に
史
料
的
問
題
に
つ
い
て
二
三
飼
れ
て
お
き
た
い
。
佃
戸
制
の
愛
達
し

て
い
た
江
南
デ
ル
タ
地
域
に
、
戸
口
統
計
上
、
何
故
客
戸
の
比
率
が
低
い
の

か
、
佃
戸
は
客
戸
籍
に
入
っ
て
い
た
か
否
か
、
客
戸
H

佃
戸
か
ど
う
か
な
ど
、

私
た
ち
も
論
争
を
重
ね
て
き
た
。
王
氏
は
四
十
一
種
に
及
ぶ
数
々
の
佃
農
の
呼

稽
の
第
一
に
、
浮
客
を
あ
げ
、
浮
客
と
は
「
蓬
縛
奔
流
」
の
末
、
租
佃
関
係
の

中
に
組
み
、込
ま
れ
て
行
っ
た
佃
農
で
あ
る
。
そ
の

一
例
と
し
て

「産
租
を
出
し

nu 
qo 
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て
僑
居
す
る
浮
客
」
を
あ
げ
、
他
人
の
潟
に
「
笹
田
作
力
」
す
る
戸
で
、
佃
由
民

化
し
、
客
戸
に
通
じ
る
と
解
得
さ
れ
た
つ
ニ

O
頁
〉
。
こ
れ
は
、
宋
代
地
主
制

に
関
す
る
代
表
的
史
料
の
一
つ
と
し
て
、
私
た
ち
も
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
て
き

た
史
料
で
あ
る
。

今
、
率
ね
一
戸
の
回
百
頃
に
及
ぶ
も
の
あ
り
。
客
数
十
家
を
養
う
。
其
の

問
、
主
の
牛
を
用
い
て
己
れ
の
力
を
出
し
、
己
れ
の
牛
を
用
い
て
主
の
田

に
事
え
、
以
て
利
を
分
か
つ
者
は
十
除
戸
に
過
ぎ
ず
。
其
の
徐
は
皆
な
産

租
を
出
し
て
僑
居
す
る
者
な
り
。
浮
客
と
日
ぅ
。
(
「
欧
陽
文
忠
公
集
」
径

五
九
原
弊
)

と
あ
っ
て
、
百
頃
に
及
ぶ
大
土
地
経
営
の
下
、
無
牛
・
有
牛
分
利
の
戸
は
十
徐

戸
に
過
ぎ
ず
、
残
り
の
大
部
分
は
僑
居
の
浮
客
で
あ
る
。
王
氏
は
、
無
牛
・
有

牛
の
客
も
、
浮
客
も
、
す
べ
て
客
戸
H
H
佃
農
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
浮

客
の
出
す
産
租
と
は
何
か
。
草
野
靖
氏
は
こ
れ
を
雨
税
と
し
て
、
浮
客
を
土
地

を
所
有
す
る
客
戸
と
規
定
し
、
周
藤
士
口
之
氏
は
こ
れ
を
批
剣
し
た
。
筆
者
は
こ

の
浮
客
は
地
主
と
の
関
係
に
お
い
て
、
十
徐
戸
の
分
利
の
者
よ
り
、
よ
り
劣
悪

な
傑
件
下
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
王
氏
も
讃
ん
で
い
ら
れ
る
高

橋
芳
郎
氏
も
、
地
主
の
物
質
的
干
輿
な
し
に
は
再
生
産
不
可
能
の
戸
と
さ
れ
る

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
緯
が
あ
る
。
陳
繁
素
氏
や
朱
瑞
照
氏
も
客
戸
の
地
主
に

制
到
す
る
依
附
関
係
の
強
弱
、
佃
農
内
に
お
け
る
格
差
を
考
察
し
て
い
る
(
三

O

頁
註
①
)
。
こ
の
史
料
か
ら
、
浮
客
だ
け
を
抜
き
出
す
の
で
は
な
く
、
こ
の
大

土
地
経
営
に
お
け
る
無
牛
・
有
牛
の
分
利
の
客
、
浮
客
を
含
め
て
、
直
接
生
産

者
た
ち
の
、
或
い
は
地
主
と
の
関
係
の
這
い
も
讃
み
取
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
恐
ら
く
剤
湖
北
路
峡
州
の
大
土
地
経
営
の
朕
況
を
俸
え
る
史
料
と
思
わ

れ
、
地
域
差
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

佃
曲
肢
の
第
三
に
あ
げ
て
い
る
「
分
田
の
客
」
も
、
地
主
に
射
す
る
「
分
田
租

仰
の
一意
」
で
、
客
戸
に
通
じ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
、
佃
戸
の
移
鱒
の
自

由
に
か
か
わ
る
史
料
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
解
得
さ
れ
て
来
た
。

江
准
・
雨
新
・
剤
湖
・
一
施
建
・
庚
南
の
州
軍
、
奮
僚
、
私
下
分
田
の
客
、

非
時
起
移
す
る
を
得
ず
。
如
し
、
主
人
波
遣
す
る
に
、
懇
由
を
給
輿
す
れ

ば
、
方
に
別
住
を
許
す
も
、
多
く
主
人
に
折
勤
せ
ら
れ
、
起
移
を
放
さ

ず
。
今
後
よ
り
、
客
戸
の
起
移
は
、
更
に
主
人
の
惣
由
を
取
ら
ず
、
毎
回

牧
田
畢
る
の
日
を
須
ち
て
、
去
住
を
商
量
し
、
各
々
穏
便
を
取
れ
。
(「宋

舎
要
」
食
貨
一
ー
ー
二
四
農
回
雑
録
天
聖
五
年
十

一
月
詔
)

と
言
う
の
で
あ
る
。
私
は
「
別
佳
」
と
か
「
去
住
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
主

の
家
に
同
居
す
る
家
内
奴
隷
で
は
な
い
か
と
解
し
、
高
橋
芳
郎
氏
も
「
地
主
に

刻
す
る
債
務
関
係
を
清
算
す
る
こ
と
な
し
に
、
自
由
に
移
鱒
出
来
な
か
っ
た
」

と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
詔
が
何
故
、
四
川
や
河
北
を
針
象
外
に
し
て
い
る
の

か
、
地
域
差
の
観
黙
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
王
氏
は
地
客
に
つ
い
て
も
、
「
主
僕

の
分
あ
り
」
と
言
う
が
、
宋
代
の
僕
は
庚
義
に
用
い
ら
れ
、
佃
客
・
客
戸
と
区

別
さ
れ
て
い
な
い
。
一
部
の
皐
者
は
、
地
客
の
杜
舎
的
地
位
は
佃
客
よ
り
低
い

と
言
う
が
、
{
子
義
上
も
事
質
上
も
爾
者
に
匡
別
は
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
れ
も
ま

た
、
私
た
ち
に
も
馴
染
み
の
深
い
史
料
に
よ
っ
て
い
る
。

切
に
江
南
の
富
戸
を
見
る
に
、
止
だ
田
土
に
集
る
。
因
り
て
田
土
を
買
え

ば
、
方
に
地
客
有
り
。
謂
わ
ゆ
る
地
客
は
卸
ち
良
民
に
係
る
。
主
家
の
科

波
、
其
の
害
、
官
司
の
差
護
よ
り
甚
だ
し
。
若
し
地
客
に
男
生
ま
る
れ

ば
、
使
ち
、
奴
役
に
供
し
、
若
し
、
女
子
有
れ
ば
、
便
ち
、
縛
使
と
震

し
、
或
い
は
妻
妾
と
震
す
。
(
「
元
典
章
」
各
五
七
禁
典
雇
、
至
元
十
九

年
十
二
月
、
山
南
湖
北
道
按
察
司
の
申
〉

本
路
管
下
の
民
戸
、
撤
ち
敢
て
佃
客
を
賂
っ
て
、
其
の
口
数
を
計
り
て
立

契
し
、
或
い
は
典
し
、
或
い
は
賓
す
。
年
分
を
立
て
ず
。
駈
口
を
買
賓
す

-140ー
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る
と
異
な
る
無
し
。
開
々
、
略
、
公
法
を
畏
れ
る
者
有
ら
ば
、
些
少
の
団

地
を
勝
っ
て
、
佃
戸
に
爽
帯
し
て
典
賀
す
。
是
れ
を
隠
回
佃
客
と
稽
す
。

(
向
上
、
峡
州
路
剣
官
の
呈
)

王
氏
は
、
先
ず
、
江
南
の
地
客
と
峡
州
路
の
佃
客
に
、
何
ら
身
分
間
差
異
を
見

出
す
こ
と
は
出
来
な
い
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
言
う
江
南
と
は
、
恐
ら
く
山

南
湖
北
道
内
の
江
の
南
の
地
域
の
こ
と
で
、
峡
州
路
は
湖
北
で
、
あ
ま
り
離
れ

て
は
い
な
い
。
こ
の
地
客
の
男
女
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
奴
役
・
稗
使
と

さ
れ
、
地
客
は
主
家
と
の
聞
に
、
奴
隷
に
も
近
い
隷
属
関
係
に
あ
る
。
峡
州
路

の
佃
客
も
、
年
限
な
し
に
、
口
数
で
頁
買
さ
れ
、
奴
隷
と
異
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
「
随
田
佃
客
」
に
つ
い
て
も
数
多
く
の
解
緯
が
な
さ
れ
て
来
た
。
「
欧
陽

文
忠
公
集
」
の
百
頃
の
大
土
地
経
営
と
同
じ
地
域
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
く
客
戸

と
言
っ
て
も
、
こ
れ
ら
佃
客
・
地
客
等
の
佃
農
は
、
江
南
デ
ル
タ
地
帯
の
零
細

分
散
小
作
の
佃
戸
と
は
同
じ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
こ
れ
ら
を
す
べ
て
佃
農

に
一
本
化
し
て
し
ま
う
に
は
跨
踏
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
牛
客
・
努
戸
・
偉
客
・

火
佃
・
佃
僕
等
そ
の
他
、
王
氏
が
す
べ
て
佃
農
ひ
と
つ
に
絞
り
込
ま
れ
て
い
る

四
十
一
種
の
佃
農
を
、
逐
一
検
討
し
た
い
が
、
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

奴
解
、
人
力
・
女
使
も
ま
た
、
私
た
ち
も
関
心
を
も
っ
て
き
た
テ
1
マ
で
あ

る
。
王
氏
は
こ
れ
も
雇
傭
範
臨
時
で
捉
え
、
古
代
奴
稗
か
ら
近
代
麗
工
へ
の
仲
介

的
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
嶺
南
の
民
、
良
人
を
買
い
、
慰
面
し

て
奴
鮮
と
潟
し
、
傭
属
し
て
直
を
取
る
を
禁
ず
」
を
、
「
掠
賓
」
で
は
あ
る
に

し
て
も
、
傭
雇
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
(
五

O
O頁
)
、
「
湖
南
の

人
戸
、
客
人
堕
銭
を
飲
負
す
る
有
り
。
貧
に
し
て
以
て
償
う
無
き
者
、
男
女
を

以
て
奴
縛
に
折
充
す
る
に
至
る
」
も
、
車
純
に
文
字
上
か
ら
だ
け
見
れ
ば
、
前

代
の
債
務
奴
隷
に
差
異
は
な
い
か
の
如
く
で
あ
る
が
、
事
質
上
は
、
こ
の
類
い

も
ま
た
雇
傭
に
麗
し
、
宋
朝
の
奴
稗
傭
雇
の
一
部
分
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
る

(五

O
三
頁
)
。
し
か
し
、
「
良
人
が
鯨
面
」
さ
れ
、
「
良
人
の
子
を
掠
し
て

筈
し
た
」
奴
解
、
堕
銭
歓
負
の
か
た
に
折
充
さ
れ
た
奴
稗
等
は
、
照
す
る
こ
と

な
し
に
は
、
奴
解
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
「
雇
脅
妻
子
」

と
か
、
「
男
女
を
波
入
し
て
奴
稗
と
潟
す
」
な
ど
、
宋
代
の
雇
傭
に
か
か
わ
る

奴
稗
と
は
、
む
し
ろ
人
身
賓
買
で
奴
隷
に
近
く
、
そ
の
ま
ま
、
近
代
の
雇
工
へ

つ
な
ぎ
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

坊
郭
戸
と
は
、
非
主
僅
階
級
で
商
工
業
者
を
主
慢
と
す
る
複
雑
な
階
級
構
成

で
あ
る
が
、
坊
郭
に
居
住
す
る
上
戸
と
し
て
、
官
戸
・
吏
戸
・
地
主
・
幹
人
が

再
び
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
戸
は
、
第
三
編
で
は
、
地
主
階
級
に

組
み
込
ま
れ
て
主
鐙
階
級
で
あ
っ
た
が
、
坊
郭
戸
で
は
、
非
主
鐙
階
級
と
し
て

扱
わ
れ
る
。
こ
こ
で
親
野
に
入
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
王
氏
が
主
健
階
級
と
さ

れ
る
郷
村
の
地
主

・
下
戸
・
客
戸
等
が
、
そ
の
農
業
経
営
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
か
か
わ
り
方
で
、
深
く
商
業
・
一
商
販
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
都
市

居
住
の
官
戸
や
地
主
・
大
一
商
人
た
ち
を
農
村
と
切
り
離
し
て
、
非
主
鐙
階
級
と

し
て
し
ま
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
諸
問
題
は
、
殆
ど
私
た
ち
に
も
共
通
し
、
ま

た
、
引
用
さ
れ
て
い
る
史
料
も
馴
染
み
の
深
い
も
の
が
極
め
て
多
い
。
し
か

し
、
愛
想
の
起
勲
、
研
究
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
ゃ
、
方
法
な
ど
に
彼
此
の

這
い
を
感
じ
る
こ
と
も
ま
た
否
定
出
来
な
い
。
結
局
は
史
料
解
緯
に
蹄
結
す
る

の
で
あ
ろ
う
が
、
私
は
本
書
を
讃
み
進
み
な
が
ら
、
し
ば
し
ば
、
王
氏
と
膝
を

つ
き
合
わ
せ
て
、
語
り
合
っ
て
み
た
い
と
い
う
思
い
に
か
ら
れ
た
。
最
近
、
頻

り
に
開
催
さ
れ
る
園
際
曾
議
に
お
い
て
も
、
史
料
解
穫
に
ま
で
ふ
み
込
ん
だ
討

論
が
期
待
さ
れ
る
。
一
九
八
四
年
、
北
京
の
歴
史
研
究
所
を
お
訪
ね
し
た
時
、

文
革
に
よ
る
十
年
閲
の
研
究
の
空
白
を
痛
恨
し
て
い
ら
れ
た
、
岡
県
撃
な
お
奈
が

忘
れ
ら
れ
な
い
。
現
在
は
、
宋
代
史
研
究
の
第
一
人
者
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
い

-141ー



る
。
そ
の
後
、
如
何
に
史
料
に
沈
潜
さ
れ
、
凋
自
の
理
論
を
胞
か
れ
て
き
た

か
、
本
書
を
通
し
て
ひ
し
ひ
し
と
係
わ

っ
て
く
る
。
ま
こ
と
に
設
み
態
え
が
あ

り
、
こ
の
上
も
な
く
刺
激
的
で
あ

っ
た
。
一
九
五
O
J
六
0
年
代
、
階
級
論
と

言
え
ば
、
も
つ
ば
ら
農
民
起
義
で
も
ち
き
り
で
あ
っ
た
が
、
本
者
の
階
級
構
造

論
に
お
い
て
、
農
民
戦
争
が
全
く
取
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
も
、
近
年
の
研
究

状
況
を
知
る
上
で
興
味
深
い
。
言
及
す
べ
く
し
て
出
来
な
か
っ
た
問
題
は
あ
ま

り
に
も
多
く
、
数
々
の
誤
解
と
失
躍
を
重
ね
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
に
恒
促
た

る
思
い
で
あ
る
。
思
傑
の
な
い
ご
批
判
を
お
願
い
す
る
。
な
お
、
最
後
に
、
張

邦
燈
氏
の
周
到
な
書
評
が
『
宋
史
研
究
通
訊
』
一
九
九
七
1

一
に
個
別
載
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
記
し
て
筆
を
捌
く
。
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一
九
九
六
年
八
月
河
北
数
育
出
版
社

A
5
剣

五

二

六
頁

陳
事
課
箸

劉
伯
温
輿
酬
明
時
域
|
|

北
京
建
域
的
傍
説金

文

占
口
か

本
書
は
、
明
の
、氷
幾
年
間
の
北
京
城
建
設
に
際
し
て
、
明
初
の
名
臣
、
劉
伯

湿
こ
と
劉
基
が
邸
托
太
子
の
紳
助
を
得
て
、
三
頭
六
時
間
(
ま
た
は
八
管
)
の
そ

の
姿
に
似
せ
て
設
計
を
行
っ
た
と
い
う
、
著
名
な
民
間
停
設
に
つ
い
て
の
総
合

的
な
研
究
で
あ
る
。
こ
の
停
設
は
、
金
受
申
『
北
京
的
侍
読
』
(
通
俗
文
義
出

版
社

一
九
五
八
北
京
、
和
誇
は
東
洋
文
庫

『
北
京
の
侍
読
』
卒
凡
社
一

九
七
六
)
な
ど
に
よ

っ
て
あ
ま
ね
く
知
ら
れ
、
ま
た
そ
の
起
源
が
、
貨
は
元
初

の
大
都
建
設
に
あ
る
こ
と
も
、
す
で
に
愛
宕
松
男
、
陳
高
華
南
氏
に
よ
っ
て
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
興
味
深
い
俸
設
に
つ
い
て
の
幕
著
は
、
お
そ
ら

く
本
書
を
も
っ
て
鳴
矢
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

著
者
の
陳
祭
森
氏
は
、
現
在
、
香
港
中
文
大
泉
歴
史
系
の
主
任
数
授
、
長
年

ア
メ
リ
カ
、
一
ュ

l
ジ
|
ラ
ン
ド
に
滞
在
し
、
そ
の
閲
『
明
代
名
人
停
』
む
守
・

5
2ミ
ミ

ミ

w
ih

図
式

EE
匂
(
コ

ロ
ン
ビ
ア
大
祭
出
版
社
、

一
九
七
六
)

の
主
要
執
筆
者
、

『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
中
園
史
』
吋
官
。
ぬ
ヨ
~
王
、
官

民
同・一足。ミ

。L
刊
の
と
さ
の
明
代
史
部
分
の
分
権
著
者
と
な
り
、
ワ
シ
ン
ト
ン
大
率
、
オ

ー
グ

ラ
ン
ド
大
祭
な
ど
の
数
授
を
歴
任
し
た
園
際
的
に
著
名
な
歴
史
筆
者
で
あ
る
。

と
り
わ
け
著
者
が
一
九
六
五
年
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
皐
に
提
出
し
た
博
士
論
文

は
、

hs門

UE
・
同3
E
U
RQ
N
L『語ぬ
句、

久

RH
(UE
耳
目

同道
官
、
民
と
み
号
令
筒
、

(
劉
基
:
一
個
中
園
皇
帝
一
的
謀
土
的
双
重
形
象
〉
で
あ
っ
た
。
こ
の
テ

!
?
の

研
究
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
こ
の
上
な
い
適
任
者
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
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